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第 ３ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和８年３月１７日（火）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員    1岡安 俊也・ 3北澤 奈帆美・ 4田村 明  ・ 8喜多 義幸 

           9木下 伸裕・10小粥 文夫 ・11清水 喜代己・12藤田 直樹 

          13丸山 耕一・19太田 義政 ・21坂野 大徹 ・23水谷 隆 

以上１２名 

 

欠 席 委 員    2川邊 千秋・ 5前川 洋子 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  横井担当主幹・和田主査 

 

総 合 支 所   河芸：本郷担当副主幹 芸濃 ：柴田担当副主幹 

          安濃：江副担当副主幹 香良洲：柴山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者    3北澤 奈帆美・11清水 喜代己 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の 

       提出について（賃貸借権、使用貸借）＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第３回第１農地部会を始めさせていただきます。 

       本日の欠席は２番 川邊 千秋委員、５番 前川 洋子委員の２名でござい

まして、出席委員は１２名でございます。 

       本日の議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。３番 北澤 

奈帆美委員、それから１１番 清水 喜代己委員、よろしくお願いいたします。 

 それでは初めに、会長先決の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページから４ページお願いいたします。    

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

      す。  

       番号１から１７で、件数は１７件、合計面積は７１,７９８．００㎡で、すべ

て田でございます。  

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

        

       ５ページから１７ページをお願いいたします。   

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から２５で、件数は２５件、合計面積は８４,６４４．９１㎡で、その 

      内訳は田が５８,８０７．９１㎡、畑が２１,４４５．００㎡、その他が４,３９

２.００㎡でございます。   

       これらにつきましては、相続の届出でございます。   

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

       １８ページをお願いします。    

       報告第３号 時効取得による所有権の移転について、でございます。   

       番号１ 申請地は畑で、取得年月日は平成４年７月２３日でございます。 

       以上、件数は１件、面積は１６８．００㎡で、すべて畑でございます。 

       この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所

有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。   

 

       １９ページをお願いします。   

       報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ 

      います。 

       番号１、アパート用地   

       番号２、物置小屋     

       以上、件数は２件、合計面積は６１３．００㎡で、すべて畑でございます。 

 

       ２０ページから２１ページをお願いします。   

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

      移転）、でございます。 

       番号１、番号２ 貸駐車場用地   

       番号３ 宅地造成   
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       番号４ 会社駐車場用地  

       番号５ 共同住宅用地   

       番号６ 太陽光発電施設用地 

       番号７ 宅地造成   

       以上、件数は７件、合計面積は７,０６４．００㎡で、その内訳は田が４,６

８２．００㎡で、畑が２,３８２．００㎡でございます。 

 

       報告案件は以上です。 

        

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、 

      事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、２２ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

       番号１、地区 高野尾、申請地 高野尾町前沖、登記地目・現況地目とも田、

面積 １，７１６㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号２、地区 高野尾、申請地 高野尾町前沖、登記地目・現況地目とも田、

面積 ２０６㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号３、地区 一身田、申請地 一身田平野平野垣内、登記地目・現況地目

とも田、面積 １５５㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号４、地区 神戸、申請地 野田浜垣内、登記地目・現況地目とも田、面

積 １，３４２㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       番号５、地区 上野、申請地 河芸町上野大道、登記地目・現況地目とも田、

面積 １，１１０㎡ 外１筆、合計面積 ３，０６６㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は兼業による営農縮小のためです。 

 

       番号６、地区 上野、申請地 河芸町上野荒洲、登記地目・現況地目とも畑、

面積 ４９５㎡。 

       譲受理由は相手方の要望のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       番号７、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本菖蒲谷、登記地目・現況地目とも

田、面積 １，５８４㎡。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号８、地区 長野、申請地 美里町北長野前田、登記地目・現況地目とも

田、面積 ４８８㎡ 外５筆、合計面積 ２，６９９㎡。 
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       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       ２３ページをお願いします。 

       番号９、地区 安濃、申請地 安濃町清水松本、登記地目・現況地目とも田、

面積 ２，６５０㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       番号１０、地区 安濃、申請地 安濃町曽根西川原、登記地目・現況地目と

も田、面積 １，１７４㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は営農縮小のためです。 

 

       番号１１、地区 草生、申請地 安濃町草生東相野、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ３２７㎡。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       以上、件数は１１件、合計面積は１５，４１４㎡で、このうち田が１４，２

３５㎡で、畑が１，１７９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見をお伺いします。 

       番号１と２、地区 高野尾、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。２件とも何ら問題はございません。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長   ありがとうございました。      

       番号３、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。３月９日に現地確認を行いました結果、事務局説明のとお

りで問題ありませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   了解です。 

       番号４、地区 神戸、お願いします。 

 

事 務 局   事務局です。番号４、地区 神戸なんですが、地元推進委員から現地を確認

して、特に問題ありませんでしたという報告をいただいております。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号５と６、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。３月６日に現地を見ましたが、別に問題ありませんのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号７、地区 椋本、お願いします。 
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小粥委員   １０番、小粥です。３月９日の日に現地確認しましたところ、特に問題あり

ませんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号８、地区 長野、お願いします。 

 

清水委員   １１番、清水です。現地を確認に行きまして、別に問題ないということです

が、譲受人の方が外国の方で、多分    の方だと思うんですが、結構真面

目だという話を聞いております。よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   了解です。 

       番号９と１０、地区 安濃、お願いします。 

 

藤田委員   １２番、藤田です。特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１１、地区 草生、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題ないということで、報告させ

ていただくことはありませんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１から番号１１について、地元委員さんから異議のない旨の発言でござ

います。清水委員が言われた案件は何作るんやろう。皆さん、いかがでしょう

か。 

 

清水委員   １１番、清水です。これはね、果樹やと思います。 

 

議  長   ありがとうございます、異議なしでよろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号について、許可をすることに決定いた

します。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、２４ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 藤水、申請地 垂水南浦、登記地目 畑、現況地目 宅地、

面積 ２５㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和５６

年に住居を建築し、進入路として使用してきた旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号２、地区 大里、申請地 大里睦合町大久保、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ３５７㎡。 

       これにつきましては、申請地を墓参り用駐車場とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、面積は３８２㎡で、全て畑でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 藤水、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。現地確認したところ、特に問題ありませんでしたのでよろ

しくお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。現地確認させていただきました。問題ないと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１と２、地元委員さんから異議なしということでございます。皆さん、

いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定い

たします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２５ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）、でございます。 

       番号１、地区 安東、申請地 安東町稲角、登記地目 畑、現況地目 雑種

地、面積 ２９８㎡。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地（自動車８台分）とするものです。

令和５年頃から砂利を敷き駐車場として利用していた旨の始末書の提出があり

ますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 新町、申請地 南河路備後、登記地目 田、現況地目 雑種

地、面積 ７２２㎡。 

       これにつきましては、申請地をアフタースクール建築とするものです。平成

２４年頃に田を埋めて雑種地にした旨の始末書の提出がありますことから、こ
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れを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 大里、申請地 大里睦合町南石橋、登記地目・現況地目とも

田、面積 ４１６㎡ 外２筆、合計面積 １，３９０㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電設備及び通行路等の管理用地とす

るものです。パネル設置面積は４３３．４４㎡、パネル設置率は１７％になり

ます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

        

       番号４、地区 大里、申請地 大里睦合町南長殿、登記地目・現況地目とも

田、面積 ６６９㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電設備及び通行路等の管理用地とす

るものです。パネル設置面積は４３３．４４㎡、パネル設置率は３４．５％に

なります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

        

       番号５、地区 大里、申請地 大里睦合町南長殿、登記地目・現況地目とも

田、面積 ６９４㎡ 外１筆、合計面積 ８３２㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電設備及び通行路等の管理用地とす

るものです。パネル設置面積は３６１．２㎡、パネル設置率は４３．５％にな

ります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。   

   

       番号６、地区 大里、申請地 大里睦合町南長殿、登記地目・現況地目とも

田、面積 ５３２㎡ 外２筆、合計面積 １，４８３㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電設備及び通行路等の管理用地とす

るものです。パネル設置面積は４３３．４４㎡、パネル設置率は１８．４％に

なります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。   

 

       ２６ページをお願いします。 

       番号７、地区 雲林院、申請地 芸濃町河内北畑、登記地目 畑、現況地目 

 進入路、面積 １３㎡。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路とするものです。５０年以上前か

ら居宅に入るための進入路として利用していた旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。    

 

       番号８、地区 雲林院、申請地 芸濃町河内北畑、登記地目 畑、現況地目 

 進入路、面積 ３．３０㎡。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路とするものです。５０年以上前か

ら居宅に入るための進入路として利用していた旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。    
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       番号９、地区 雲林院、申請地 芸濃町河内北畑、登記地目 畑、現況地目 

 進入路、面積 ６．６１㎡。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路とするものです。５０年以上前か

ら居宅に入るための進入路として利用していた旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。   

 

       番号１０、地区 明、申請地 芸濃町林上垣内、登記地目・現況地目とも畑、

面積 ５８２㎡ 外１筆、合計面積 ９３６㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は４０４．３３㎡、パネル設置率は４３．１９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。   

 

       番号１１、地区 明、申請地 芸濃町中縄藤之森、登記地目 田、現況地目

雑種地、面積 ４３８㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。令和２年

９月１８日に駐車場として農地法第５条の許可を取得し利用してきたが、改め

て今回の転用目的で申請をしたい旨の経緯書の提出がありますことから、これ

を追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。   

 

       番号１２、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本沢、登記地目 田、現況地目 雑

種地、面積 ２，４５３㎡。 

       これにつきましては、申請地を駐車場、資材置場用地とするものです。令和

３年１０月頃から駐車場・資材置場、車両旋回場として利用してきた旨の始末

書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１２件、合計面積は９，２４３．９１㎡で、このうち田が７，

９８７㎡で、畑が１，２５６．９１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 安東、お願いします。 

 

事 務 局   事務局です。安東地区の川邊委員より、今回ご欠席させていただくこと、申

し訳ありませんということと確認の結果のご報告をいただいていますので、読

ませていただきます。 

       議案第３号、番号１、安東の案件。３月９日１１時、現地にて事務局、行政

書士、農業委員、推進委員３名、合計６名。１名は欠席のため、当日自宅へ出

向き、報告・協議に行きました。 

       農地部会地元委員の意見としましては、当日、行政書士の方といろいろ意見

交換し、現地確認した結果、申請書どおりの転用であれば、農業委員、推進委

員とも問題ないとの意見でした。以上が川邊委員の意見になります。 
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議  長   ありがとうございました。 

       番号２、地区 新町、お願いします。これも同じやね。 

 

事 務 局   事務局です。はい、同じです。 

       議案第３号、新町の案件ですが、川邊委員より、３月６日に事前に現地確認

し、９日に推進委員と協議した結果、問題ないとのことでしたので、１７日の

委員会で報告をお願いしますということの報告を受けております。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号３から番号６、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。現地確認させていただきました。問題はないと判断させて

いただきました。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号７から９、地区 雲林院、お願いします。 

 

木下委員   ９番、木下です。番号７から９です。３月９日に地元推進委員さんと現地を

確認して、異常はなしとのことです。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１０と１１、地区 明、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。３月９日、現地確認しましたところ、特に問題ありませ

んのでよろしくお願いします。 

 

議  長   了解です。 

       番号１２、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。同じく３月９日に推進委員共々現地確認に行きました。

特に問題ありませんのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１から番号１２について、地元委員さんから異議のない旨の発言でござ

いました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。若干質問をさせてください。 

       番号２と番号１１です。番号２につきましては「アフタースクール建設」と

いうふうに、何か建物が建つようなニュアンスで転用目的が書かれているんで

すけれども、雑種地に変わるという取り扱いでいいのですか。番号１１につい

ては、前にも５条許可を取られているということでしたら、この雑種地に改め

て許可を取る理由はなんでしょうか。 

 

議  長   事務局、お願いします。 

 

事 務 局   事務局です。まず、番号２については、アフタースクール建築ということで、

建物を今回建てる計画になっているんですけれども、始末書といたしまして、
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もう既にそこを雑種地のように造成してしまっているという経緯がつけられて

いるということです。現況地目は雑種地として記入いただいておりますが、今

回建物を建てると、地目は宅地等でつくかと思います。１１番については、当

時、駐車場として転用して駐車場として使っていたんですけれども、今回地目

を変更しようと思ったときに地目が変えられなかったので、ちょうど家を建て

るタイミングで、改めて５条申請を出されたということになります。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。これは、どちらも今回の転用後は宅地に変えるというこ

とですね。わかりました。 

 

議  長   それでは、１から１２について、異議のない旨の発言がございましたが、よ

ろしいですな。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定い

たします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２７ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）、でございます。 

       番号１、地区 高野尾、申請地 高野尾町大谷、登記地目・現況地目とも畑、

面積 １，７２６㎡ 外４筆、合計面積 ５，５２５㎡。 

       これにつきましては、申請地を観光藤園として令和８年６月３０日まで一時

転用とするものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は５，５２５㎡で、このうち田が３，７９９㎡

で、畑地が１，７２６㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 高野尾、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。何ら問題はございませんのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   これは毎年、観光のための一時転用です。こちらも現地確認をしております。 

       番号１について、地元委員さんから異議なしということでございました。皆

さん、いかがでございますか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号について、許可をすることに決定いた
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します。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、２８ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）、でございます。 

 

       番号１、地区 雲出、申請地 雲出長常町八幡、登記地目 畑、現況地目 雑

種地、面積 ３６６㎡。 

       これにつきましては、申請地を分家住宅敷地とするものです。平成５年頃に

建築物を設置し除却しましたが、令和７年１２月頃に新たに造成した旨の始末

書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法４３条との同時許可となります。 

       農地区分は第１種農地で、不許可の例外（集落接続の住宅用地）に該当する

ものと判断されます。 

 

       番号２、地区 大里、申請地 大里睦合町蟹田、登記地目 田、現況地目 雑

種地、面積 ４２０㎡。 

       これにつきましては、申請地を店舗用地（美容院）とするものです。平成３

１年４月頃から資材置場として利用していた旨の始末書の提出がありますこと

から、これを追認しようとするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法４３条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は７８６㎡で、このうち田が４２０㎡で、畑地

が３６６㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 雲出、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。現地確認の結果、特に問題はありませんでしたのでよろし

くお願いします。 

 

議  長   了解です。 

       番号２、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。現地確認させていただきました。問題はございません。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   分かりました。 

       番号１と２について、地元委員さんから異議のない旨の発言でございました。

皆さん、いかがでしょうか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号について、許可をすることに決定い

たします。 

       次に、議案第６号、別冊でお配りしております農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第３項の規定による意見書の提出について（賃貸借権、使用

貸借）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、でございます。 

       １ページから３５ページをお願いします。 

       件数は１７３件、合計面積は６１１，３８１．７㎡で、このうち田が５９８，

７０２．０３㎡で、畑地が１２，６２９．６７㎡で、その他（農業用施設）が

５０㎡でございます。 

       意見の提出については、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地であ

るときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。 

       農業委員会は、賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農

作業常時従事要件」、「農地所有適格法人であるか等」の要件を満たしている

かを確認し、意見書を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを

確認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たして

いると考えます。 

       また、今回の促進計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして

ご配慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

       議事参与の制限の対象者は小粥委員と丸山委員になります。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、初めに農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の

制限に該当する案件のほうからご審議をお願いいたします。 

       整理番号９２から整理番号９７についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   該当するページは１９ページから２０ページでございます。いかがでしょう

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいですな。 
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       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       続いて、整理番号９１、１１６についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   該当するページは１９ページと２５ページです。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいですな。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   ただいま議事参与の制限に関するものから審議をいただきまして、これにつ

いては適正であると認め、農地中間管理機構に意見書として提出することにい

たします。 

       それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

いたします。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。ありがとうございます。 

       それでは、これらの案件につきましても適正であると認め、農地中間管理機

構に意見書として提出することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

       これをもって、第３回第１農地部会を終了いたします。 

 

                                午前１０時４４分 

 

上記は、第３回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和８年 月 日 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 


